
大 分 県
平成 23 年 4 月

（裏面もご覧ください）

法人県民税・事業税、地方法人特別税の申告書用紙の

送付停止について（お知らせ）

大分県では、資源の有効活用及び法人情報管理の観点から、下記のとおり、法人県民税・

事業税、地方法人特別税の申告書用紙の送付を停止し、納付書のみの送付に切り替えるこ

ととしますので、ご協力をお願いいたします。

１ 対象法人

（１）電子申告（ｅＬＴＡＸ）を利用している法人

（２）上記（１）以外で、当県が送付する申告書用紙を利用していない法人

注：当県が送付する申告書用紙にて申告している法人に対しては、従来どおりの申告

書用紙を送付します。

２ 実施時期

（１）電子申告を利用している法人・・・平成 23 年 10 月以降送付分から実施します。

※対象事業年度・・・予定申告書：平成 24 年 3 月期以降

確定申告書：平成 23 年 9 月期以降

（２）上記（１）以外の法人・・・・・・平成 24 年 4 月以降送付分から実施します。

※対象事業年度・・・予定申告書：平成 24 年 9 月期以降

確定申告書：平成 24 年 3 月期以降

３ 内 容

（１）切替後の送付物について

従来と同時期（申告期限の前月）に納付書を定形郵便にて送付します。

また、税率表、注意事項その他のお知らせ事項については、納付書に同封します。

※申告書別表、記載の手引きについては送付を省略します。

（２）「既に納付の確定した当期分の税額」の記載について

確定申告書に記載すべき「既に納付の確定した当期分の税額」欄の金額は、送付

する納付書の余白に記載します。

（３）予定申告に係る税額の記載について

予定申告に係る税額は、送付する納付書の各割ごとの金額欄に記載します。

（４）申告書の送付を希望する場合

上記１に該当する法人で、従来どおり申告書の送付を希望される場合は、所管の

県税事務所へご連絡ください。

※予定申告、確定申告それぞれごとの対応が可能です。

～法人県民税・事業税、地方法人特別税の納付書等のダウンロードサービスを

開始しました～
大分県庁ホームページにて、法人県民税・事業税、地方法人特別税の納付書、各種申告

書のダウンロードサービスを開始しました。

また、申請書や各種申告書別表及び記載の手引き等のダウンロードサービスを拡充しま

した。

是非、ご利用ください。

→ホームページアドレス(http://www.pref.oita.jp/site/zei/sinsei.html)


